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　国民健康保険税は所得税および住民税の申告
において、社会保険料控除の対象となります。
平成26年1月1日から12月31日までに納めた国
民健康保険税※１、２の合計額を算出して確定申告
の際に申告してください。（領収証の添付は不
要です）
　ご家族の保険税を納付された場合でも控除の
対象となる場合があります。（下記表のとおり）

納付方法と申告できる方
納付の方法 申告できる方

納付書 支払った方

口座振替 当該口座名義人

特別徴収(年金天引き) 当該年金受給者
※１　平成25年度以前の保険税も対象です
※２　 還付があった場合には還付額を差し引き
ます

問　税務課（市役所１階）　☎88 ｰ 8101

　リストラや会社の倒産など、事業所の都合で
離職された方は、申請により国民健康保険税が
軽減されます。詳しくは下記までお問い合わせ
ください。

【軽減の条件】
〇離職時65歳未満　かつ
〇雇用保険受給者資格証※の離職理由コード
　（2桁の番号）が下記に該当

※ハローワークで交付

【手続きに必要なもの】
　保険証、雇用保険受給者資格証、印鑑

問　市民課（市役所1階）　☎88 ｰ 8102

　厚生年金、国民年金などから支給される老齢
年金などは雑所得として所得税がかかります。
　日本年金機構から源泉徴収票が送付されます
ので、確定申告【期限：平成27年3月16日(月)】
の際に添付してください。
※ 障害年金や遺族年金は所得税の課税対象では
ないため、源泉徴収票は送付されません
○源泉徴収票の送付時期
　１月中旬から１月末までに順次送付
○所得税が年金から源泉徴収される方
　• 65歳未満で受給額（年額）が108万円以上
の方

　• 65歳以上で受給額（年額）が158万円以上
の方

○確定申告が必要な方
　• 年金以外に所得がある方
　• ２カ所以上の年金の支払者に対して扶養親
族等申告書を提出している方

　厚生年金、国民年金などの受給額の合計が
400万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所得
以外の所得金額が20万円以下の方は所得税の
確定申告をする必要がなくなりましたが、市・
県民税の申告が必要な場合があります。詳しく
は、税務課にお問い合わせください。
○源泉徴収票の再交付について
　過去８年分の源泉徴収票の再交付※が可能で
す。年金事務所へお問い合わせください。お電
話でのお申し込みも可能です。
　なお、お問い合わせの際は、基礎年金番号の
わかるものをご用意ください。
※ 再交付には2週間程度かかりますので、お急
ぎの場合は、年金事務所の窓口でのお申し込
みをお願いいたします

問　市民課（市役所１階）　　 ☎88 ｰ 8102
　　税務課（市役所１階）　　 ☎88 ｰ 8101
　　福井年金事務所　☎0776 ｰ 23 ｰ 4518

国民健康保険税は国民健康保険税は
社会保険料控除の対象です社会保険料控除の対象です

非自発的失業者の非自発的失業者の
国民健康保険税の軽減について国民健康保険税の軽減について

国
保

年
金「平成26年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます「平成26年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます

～年金を受給している方へ～

軽減対象コード
11・12・21・22・23・31・32・33・34
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